
はしがき

近年、訪日外国人が増加しています。日本政府観光局(JNTO) の

発表では、 2011 年に東日本大鋸災の影響で年間 621 万人まで落ち込

んでいた訪日外国人数は、 2024 年には 3,600 万人を突破し過去最高人

数を更新しています。 2024 年 12 月には月間の訪日外国人が 348 万人

を超えています。 2023 年 3 月に策定された第 4 次観光立国推進基本

計画では 3 つの柱「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」

が示されるとともに、旅行消費額・地方部宿泊数等に関する新たな政

府目標が掲げられています。

このように、訪日外国人が増加することで、日本経済に多大な恩恵

がもたらされていると考える方も多いかもしれませんが、実は、近年

外国人が日本で起業したり、外資系企業が日本に進出するケースが非

常に増えています。法務省公表のデータによれば、起業家のための在

留資格である「経営・管理（旧投資・経営）」の在留者数は 2006 年

12 月末時点では 7,342 人だったのに対し、 2024 年 6 月末時点では 3

万 9,616 人と 5 倍以上にもなっています。

実は、訪日外国人がもたらす経済効果の多くが、外国人起業家や外

資系企業によって巧みに取り込まれているのが現状です。旅行者のみ

ならず、外国資本による企業活動も急速に拡大しており、日本市場へ

の進出が加速しています。私たちはこれを総じて「インバウンド」と

呼んでいます。

また、新規設立のみならず、海外企業による日本企業の買収も増え

ています。例えば、シャープ株式会社は 2016 年に台湾の鴻海（ホン

ハイ）グループに買収されました。かつては日本を代表する電機メー

カーの一つとして名を馳せていましたが、経営難に陥り、外資による

支援を受ける形で再建が進められています。現在もシャープのプラン

ドは存続していますが、経営の主導権は台湾資本に移りました。

このような外資系企業の台頭ぶりには、日本でビジネスを行う者と

して若干歯がゆい思いもありますが、日本の公認会計士・税理士・社

会保険労務士・司法書士・行政書士等の専門家や経営コンサルタント



の方々も、今後はこのような外国人や外資系企業とビジネスを行い、

外貨を獲得していく時代になってきたのではないかと思います。

特に、専門家である士業の業界も非常に競争が激化しています。既

存の国内業務のみであれば、厳しい競争社会で勝ち残れないでしょう。

業務領域を拡充しながらさらに専門性を高めることで、士業として、

また事務所として発展をしていくことが可能となるのです。

一方で、外国人や外資系企業にとって、日本で法人や支店を設立し

て事業を開始するためには、さまざまな課題が伴います。これまで外

国人や外資系企業の日本進出方法等について、詳しく解説している書

籍はなかったため、当社は独自に研究開発を重ね、経験とノウハウを

蓄積してきました。そして、 2017 年 8 月に本書の初版を刊行するに

至りました。

本書の各章の特徴は、第 1 章では日本への進出形態について、日本

法人、日本支店、駐在員事務所の 3 つを法務や税務の観点から比較し

て解説しました。第 2 章では、日本進出において日本法人や日本支店

を設立した場合の共通事項について、細かな論点を含め説明していま

す。第 3 章では日本法人設立について、第 4 章では日本支店設置につ

いて、第 5 章では駐在員事務所の設置について、それぞれ留意点等を

明らかにしました。そして第 6 章では、日本進出した外国人や外資系

企業が直面する在留資格の問題について、「経営・管理」に焦点を当

てて解説しています。さらに第 7 章では、拠点設立後の会計税務・人

事労務・許認可等の手続きについて解説しています。

本書は、実務上よくある質問を挙げ、Q&A 形式で解説しています。

本書が外国人や外資系企業の皆様、そして、そのような方々のサポー

トをされている皆様の日々の実務に役立つことを祈っております。

最後に、本書の改訂にあたり、多大なるご支援を賜りました株式会

社日本法令の白山美沙季氏に、深甚なる謝意を表します。

2025 年 7 月

RSM 汐留パートナーズ株式会社

代表取締役社長 CEO ffU川 研吾

. . 
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第 1 章／日本への進出形態

[]]進出の可否
~,.. • 9 - - --=-::::,~.::::•一··→一·…—←●9一．．．—•~•

」
◆外国人・外国企業による日本法人・日本支店設立・設置の

可否

外国人や外国企業が日本に進出して、日本法人や日本

支店を設立・設置することはできますか？

囚設立可能です。外国人や外国企業が日本で会社設立

や支店設置を行うことへの扉は開かれています。

外国人や外国企業が日本に進出して会社設立を行う際、従来は日本

に住所がある協力者（日本居住者）の存在が不可欠でしたが、現在は

法改正が行われ、外国人や外国企業が日本に進出して会社を設立しや

すくなっています。ただし、法人の銀行口座開設の関係で、日本居住

者が共同代表者となり協力することが必要となるケースもあるなど、

留意点はいくつかあります。

なお、日本支店の場合は、株式会社でいう代表取締役の代わりとし

て、「日本における代表者」を選任します。代表取締役は非居住者の

みでもよくなりましたが、「日本における代表者」は必ず日本居住者

が 1 名必要となります。
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田／進出の可否

雛平成 27 (2015) 年 3 月 16 日法務省民商第 29 号

内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登

記の申請の取扱いについて（通知）

代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記

の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請について

は、昭和 59 年 9 月 26 日民四第 4974 号民事局第四課長回答及び昭和

60 年 3 月 11 日民四第 1480 号民事局第四課長回答により、受理すべき

でないとしているところですが、本日以降、これらの申請を受理して

差し支えありませんので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願

います。

なお、この通知に抵触する従前の取扱いは、この通知により変更し

たものと了知願います。
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第 1 章／日本への進出形態

困日本進出のメリット

◆外国人・外国企業が日本に拠点を設立するメリット

日本進出にあたって、外国人・外国企業が日本に拠点

を設立するメリットは何でしょうか？

内 日本に拠点を設けることで、信頼性の確保やピジネ

ス瑣境の構築といったメリットを享受できます。

日本に進出してビジネスを行ううえで、日本法人又は日本支店を設

置することでビジネス上の信頼を得やすくなります。また、顧客や取

引先に対して日本拠点の存在は安心を与えるとともに、より迅速で円

滑にビジネスを進められるというメリットもあります。さらに、カス

タマーサービスやアフターサービスを充実していく際に有効となる

ケースもあります。

日本進出のメリットとして、具体的には次のような点を挙げること

ができます。

1 日本にない商品やサービスなどでアピールすることが可能

日本にない商品やサービスなどを展開することで、日本市場を開拓

できる可能性は少なくありません。日本国内の内需は低迷しているも

のの、訪日外国人は増加し続けており、日本にない商品やサービスで

顧客を取り込んで、本国の事業を成長させていくチャンスがあります。

4
 



臣レ日本進出のメリット

2 特定の事業が伸びるマーケットがある

例えば、医薬品業界は日本での成長が期待されており、外資の医薬

品関連企業の日本進出が進んでいます。日本では国民皆保険制度が確

立しており、高齢化社会により医薬品への需要がいっそう増加する見

込みです。特に、革新的な治療法や新薬の開発が進む中で、日本市場

は外資系企業にとって魅力的な市場となっています。また、デジタル

ヘルスやテレメデイスン（遠隔医療）の普及も進んでおり、これに伴

う新たなビジネスチャンスが生まれています。

さらに、サービス業の分野では、訪日外国人に対する観光サービス

などの需要は今後も増えていくことでしょう。訪日外国人の増加は日

本政府も後押ししているので、観光業界の成長が期待されています。

特に、体験型観光や地域密着型のサービスが注目されており、これに

関連する新たなビジネスモデルが生まれています。

また、不動産業の分野においても、日本には有効活用できる資産が

まだまだたくさんあるといわれており、地方都市の再開発や空き家の

活用など、新たな不動産ビジネスの可能性が広がっています。外国企

業が日本の不動産市場に参入する動きも目立つようになり、特にテク

ノロジーを活用したスマートシティの構築に関心を持つ企業も増えて

います。

上記はほんの一例ですが、成長余地の大きい市場が日本には多く存

在し、外国企業にとっては魅力的な進出先となっています。そうした

中で、社会的には持続可能性やデジタル化、地域社会への貢献といっ

た要素が重要視されており、日本に進出する外国企業にはこれらを踏

まえたビジネス戦略が求められています。

3 日本のビジネス爛境への評価

日本の従業員の個々のスキルや職務遂行能力の高さ、法律や会計基

5 
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準の整備状況などは、国際社会の中でも高く評価されています。外資

系企業にとって、このような優れたビジネス環境が日本進出の決め手

となることも多いといえます。
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固／進出形態の比較

固進出形態の比較
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1 外国人や外国企業の日本への進出形態

外国人や外国企業の日本への進出形態としては、どの

ょうなものがありますか？

区外国企業や外国人が日本に進出するには、①日本法

人（子会社）の設立、②日本における営業所（日本支

店）の設置、⑧駐在員事務所の設置の 3 つの方法が考

えられます。

日本でビジネス活動を行うには、原則として上記 3 つのどれかの拠

点形態を選択する必要があります。ただし、それぞれにおいて多くの

相違点がありますので、拠点を設立・設置するうえでは、それぞれの

特徴やメリット・デメリットを比較し、ビジネス活動を行うのに最も

適した拠点形態を選ぶ必要があります。

1 日本法人の設立

株式会社や合同会社などを設立して事業を行う、最も一般的な進出

形態です。

くメリット＞

・日本での法人格を取得することになるため、事業をスムーズに始め

ることができる。

・法人の存在を示す公的な書類が発行されるため、信用力を得やすい。

7 
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・会社名義の銀行口座の開設が可能。

くデメリット＞

・資本金を用意する必要がある（在留資格「経営・管理」取得の場合

は 500 万円以上）。

•株式会社であれば法定費用だけで最低でも約 16.5 万円が必要となる。

2 日本支店の設置

外国法人の日本支店として設置して、事業を行う進出形態です。

くメリット＞

・事務所の存在を示す公的な書類が発行されるため、信用力を得るこ

とができる。特に本国の法人の信用力を生かす場合にはメリットが

大きい。

・会社名義の銀行口座の開設が可能。

くデメリット＞

・「日本における代表者」として 1 名は日本居住者が必要となる。

・法定費用が 9 万円必要となる（営業所を設置しない場合は 6 万円）。

•本国法人の本店所在地や役員が変更となった場合、日本支店での変

更登記が必要となる。

3 駐在員事務所の設饂

将来日本で本格的な事業を展開するために、情報の収集、広告・宣

伝、物品の調達、市場調査などの準備活動の拠点として設置する進出

形態です。

くメリット＞

・事務所の登記が必要ないため、費用がかからない。

くデメリット＞

•取引先との契約など営業活動を行うことは想定されていない。

8 



固／進出形態の比較

・事務所の存在を示す公的な書類がないため、信用力に欠ける。

・外国人駐在員が日本での在留資格を取得することや、日本でのス

タッフの雇用が相対的に難しい場合が多い。

・法人名義の銀行口座は開設できないため、代表者の個人口座を開設

することとなる（屋号として事務所名を入れることは可能）。

2 日本法人・日本支店・駐在員事務所の比較①
～概要

日本法人・日本支店・駐在員事務所の事業体としての

位置付けにどのような違いがあるのでしょうか？

区法的には、日本法人は外国法人である親会社とは別

個の事業体（法人格）、日本支店は外国法人（本社）と

同一の事業体とみなされます。駐在員事務所について

は、事業体としての認識はされません。

1 日本法人の場合

日本法人の場合は、いわゆる「親会社・子会社」の関係ですが、日

本で独立した法人格を持つ存在となります。そのため、日本法人は外

国法人（親会社）とは別個の事業体としてみなされます。つまり、本

国には親会社が、日本には外国法人が出資した子会社（別法人）が存

在することになります。したがって、日々の営業活動の意思決定機関

も日本に置かれることとなります。

, 
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2 日本支店の場合

日本支店の場合は、あくまでも外国法人の一営業所でしかありませ

ん。そのため、法的には外国法人と同一の事業体とみなされ、常に外

国法人の一部であるということになります。また、一営業所である日

本支店の活動などの意思決定機関は、一般的には外国法人の本社に置

かれることになります。

3 駐在員事務所の場合

駐在員事務所の場合は、そもそも法的に事業体とは認識されません。

駐在員事務所は、営業活動などが行えず、法人格も存在しません。あ

くまでも、日本でのビジネスをスタートする前の、市場調査や研究な

どをするためだけの外国法人の一部となりますので、意思決定機関も

外国法人の本社に置かれます。

3 日本法人・日本支店・駐在員事務所の比較②

～権利義務関係

日本法人・日本支店・駐在員事務所が日本で活動を

行った場合に生じる権利義務関係には、どのような違い

があるのでしょうか？

区権利義務の帰属主体がそれぞれ異なります。

10 
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1 日本法人の場合

権利義務はその法人自身に帰属します。外国法人とは別個の事業体

である日本法人の場合には、日本法人に権利義務が帰属することにな

ります。

2 日本支店の場合

あくまでも外国法人の一営業所にすぎない日本支店の場合、権利義

務の帰属主体は本国にある外国法人となります。

3 駐在員事務所の場合

駐在員事務所の場合は少し複雑になります。本来は、本国にある外

国法人に権利義務は帰属するものです。しかしながら、駐在員事務所

の代表者などが個人名義で契約を行い、その当事者となった場合には、

その法律効果は当該個人に帰属するため、代表者個人が権利義務の帰

属主体になることがあります。

なお、 C〇もご参照ください。
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4 日本法人・日本支店・駐在員事務所の比較⑧
～出資者・外国法人本社の責任

日本法人・日本支店・駐在員事務所の債権者に対する

出資者・外国法人本社の責任についてはどのようになっ

ているのでしょうか？

囚 日本法人については、出資額を限度とする有限責任

ですが、日本支店及び駐在員事務所の責任については、

原則として限度額はありません。

1 日本法人の場合

日本法人の場合、債権者に対しては日本法人が一義的には責任を負

うことになります。親会社である外国法人は出資者ですが、出資額を

限度とする株主有限責任の原則（会社法 104) により、その責任は出

資額が限度になります。

:ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ: 

i量会社法
: （株主の責任）

i 第 104 条株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。 i 
• ｷ ｷ • ｷ • ｷ ｷ ｷ ｷ • • ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ • ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ • ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ • ｷ • ｷ...... • • ｷ ｷ • ｷ • ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ • ｷ ｷ ｷ ｷ •.............. ｷ • ｷ • ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ • ｷ ｷ ｷ ·~ ｷ ｷ ｷ 

2 日本支店の場合

日本支店の場合、日本支店は外国法人の一部となりますので、外国

法人自体が債権者に対する責任を負うことになります。その責任は有

限となることはなく、原則として限度額はありません。

12 



固／進出形態の比較

3 駐在員事務所の場合

駐在員事務所の場合、佃権者に対する責任は有限となることはなく、

原則として限度額はありません。

5 日本法人・日本支店・駐在員事務所の比較④
～訴訟の責任範囲

日本法人・日本支店・駐在員事務所が日本での活動に

より訴えられた場合、その責任が及ぶ範囲について、ど

のような違いがあるのでしょうか？

区l 拠点形態によって、外国法人本社まで及ぶのか、日

本国内のみで完結するのかという点で異なります。

1 日本法人の場合

訴訟が提起された場合の責任の範囲は当然に日本法人には及びます

が、本国にある外国法人は日本法人とは別個の事業体であるため、原

則として責任は及ばないこととなります。

2 日本支店の場合

日本支店は、外国法人の営業所の 1 つであるために、訴訟提起され

た場合に責任の範囲は外国法人に及びます。

13 
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3 駐在員事務所の場合

駐在員事務所が日本で訴訟を提起された場合には少々複雑です。訴

訟を提起された場合、原則としてはその駐在員事務所の代表者が責任

を負うことになります。しかしながら、状況などから勘案して、外国

法人自体にも責任の一端があると認められる場合には、外国法人にま

で責任追及が及ぶこともあります。

なお、 COもご参照ください。

6 日本法人・日本支店・駐在員事務所の比較⑥

～財務状況の開示の観点

日本法人・日本支店・駐在員事務所は、どのように日

本で決算を行うのでしょうか？

区l 日本法人は当然のことながら、外国法人も決算書の

作成は必ず行うことになりますが、決算書の作成の流

れや作成すべき書類が拠点形態により異なります。

1 日本法人の場合

日本法人の場合は、事業体の位置付けとしては日本法により設立さ

れているので、親会社である外国法人とは別個の法人となります。し

たがって、日本法人は日本法に基づいて決算書を作成する必要があり

ますが、親会社である外国法人の要請により、連結財務諸表作成の

ための必要情報を求められるケースがよくあります。その場合には、

USGAAP （米国会計基準）や IFRS （国際財務報告基準）など親会社

14 
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